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税制改正など、税務関連のニュースをお届けします。できるだけわかりやすく税金についてご紹介したいと思います。
税務 NEWS

2015 年８月　税務ニュース

個人が受け取る保険金などに関する税金について

現在、民間の保険会社が販売している保険商品にはさまざまな種類のものがあり、保険金や給付金などを受け取ったり
解約したときには、税金がかかる場合があります。また契約者、被保険者、受取人の関係により所得税 ( 住民税を含む )、
相続税、贈与税と課税される税金も異なります。

今回は、保険金等の種類別に契約者等の関係による税金の取扱いについてまとめてみました。

非課税のもの

課税されるもの

（1）高度障害保険金

（２）特定疾病保険金（特定の疾病の診断が下されたことにより受け取る保険金）

（３）入院・通院・手術給付金

（４）介護年金・介護一時金

契約者 ( 保険料負担者 )
と被保険者が同一人

契約者 ( 保険料負担者 )
と被保険者が別人

受取人が被保険者の
相続人である場合

受取人が被保険者の
相続人ではない場合

契約者 ( 保険料負担者 )
と受取人が同一人

契約者 ( 保険料負担者 )
と受取人が別人

相続税
（生命保険金の非課税制度の適用有り）

相続税
（生命保険金の非課税制度の適用無し）

所得税（一時所得）

贈与税

贈与税

贈与税

源泉分離課税

源泉分離課税

契約者 ( 保険料負担者 )
と受取人が同一人

金融類似商品
（一時払養老保険・
一時払変額保険 [有期型]
など）で、
５年以内に満期となるもの

上記以外のもの

上記以外のもの

所得税（一時所得）

所得税（一時所得）

死亡保険金

満期保険金

契約者 ( 保険料負担者 ) と受取人が別人

解約返戻金
金融類似商品で５年以内に解約したもの

祝金
生存給付金

契約者 ( 保険料負担者 ) と受取人が同一人

契約者 ( 保険料負担者 ) と受取人が別人

所得税（一時所得または雑所得）

個人年金
契約者 ( 保険料負担者 ) と年金受取人が同一人

契約者 ( 保険料負担者 ) と年金受取人が別人

所得税（雑所得）

年金開始時は贈与税、
２年目以降は所得税（雑所得）

『源泉徴収ありの特定口座』の場合のメリット

サラリーマンや年金受給者で次のような方は、注意が必要です

更に、『源泉徴収ありの特定口座』の場合には、確定申告をしなくても良いなど、次のようなメリットがあります。

銀行の預金利息のように源泉徴収のみで課税関係を終了でき、確定申告する必要がありません（損失を繰り越す場合等には確定申
告をする必要があります）。

源泉徴収のみで課税関係が終了します。

売却の都度、損益計算が行なわれ、所得税および住民税が利益の場合には源泉徴収されまた損失の場合には還付されることとなり
ます。

口座内で自動的に源泉徴収または還付されます。2
源泉徴収ありの特定口座に受け入れた配当等は、同じ口座内の上場株式等の売却損と損益通算され、配当等から源泉徴収されてい
た所得税および住民税が自動的に還付されます。

配当等も自動的に損益通算され還付されます。3

配偶者控除や扶養控除等の適用が受けられるかどうかの判定をする際の合計所得金額に含めなくてもよいことになっています（確
定申告をすると合計所得金額に含まれます）。

口座内の売却益や配当等は、合計所得金額に含まれません。4

　特定口座にすることによるデメリットはあまりないようですが、サラリーマンや年金受給者で次のような方
は、注意が必要です。

　１年間の利益が 20 万円以下の上記のような場合を除けば、年間の売買損益の集計などの面倒が省けて手続
きが簡単なことや、売却益や配当等を合計所得金額に含めなくてよいことを考慮すると、源泉徴収ありの特定
口座が有利なように思われます。

　年末調整により確定申告が必要ないサラリーマンや公的年金等の年間の収入金額が 400 万円以下の年金受給者で、
その他の所得の合計金額が 20 万円以下の人は、確定申告が不要です。しかし１年間の売却益や配当等の合計金額が
20 万円以下の場合でも『源泉徴収ありの特定口座』を選んでいた場合は源泉徴収されてしまいます。20 万円以下は申
告義務がないのですが、特定口座で源泉徴収された所得税等は還付申告をすることはできません。

平成 28 年からは公社債等の利子、分配金および譲渡（償還）損益も申告分離課税（上場株式等の売却益や配当等と損益通算が可
能となります）となり確定申告が必要になりますが、『源泉徴収ありの特定口座』を選べば申告が不要になります。

『源泉徴収ありの特定口座』を選べば申告が不要になります。5


